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 議案第６１号 

    

藤沢市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部改正について 

 藤沢市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

２０２０年（令和２年）１１月２６日提出 

                                      藤沢市長 

                        鈴  木  恒  夫 

 

 

 

藤沢市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

第１条 藤沢市常勤の特別職職員の給与に関する条例（昭和３２年藤沢市条例第

２９号）の一部を次のように改正する。 

第６条第２項中「１００分の１６０」を「１００分の１５５」に改める。 

第２条 藤沢市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

第６条第２項中「１００分の１５５」を「１００分の１５７.５」に改める。 

附 則 

この条例は，令和２年１２月１日から施行する。ただし，第２条の規定は，令和

３年４月１日から施行する。 

 

 

 

提案理由 

 この条例を提出したのは，国家公務員の給与改定に準じて，本市の常勤特別職の

職員の期末手当の支給割合を改定する必要による。 


